
筑西市の指標 指標の概要
早期健全化基準

(イエローカード)
財政再生基準

(レッドカード)

実 質 赤 字 比 率 －
筑西市の一般会計は収支が黒字であるた
め、実質赤字比率の該当はありませんで
した。

１２.１１％ ２０.００％

連結実質赤字比率 －
筑西市では全ての会計で収支が黒字であ
るため、連結実質赤字比率の該当はあり
ませんでした。

１７.１１％ ３０.００％

実 質 公 債 費 比 率 １７.６％

筑西市の比率は17.6%で、早期健全化基準
の25%を下回っています。
また地方債同意基準である18%についても
下回っています。

２５.００％ ３５.００％

将 来 負 担 比 率 １１０.５％
筑西市の比率は110.5%で、早期健全化基
準の350%を下回っています。 ３５０.００％ －

資 金 不 足 比 率 －
筑西市の各公営企業においては、資金不
足は生じておらず、資金不足比率の該当
はありませんでした。

２０.００％
(経営健全化基準)

－

◎早期健全化基準とは

◎財政再生基準とは

※実質赤字比率

福祉、教育、環境、防災等を行う一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す指標

※連結実質赤字比率

すべての会計の赤字や黒字を合算し、市全体としての赤字の程度を指標化したもの

※実質公債費比率

一般会計等の借金返済、他の会計への繰出金のうち償還金に充てたものなどを指標化、資金繰りの危険度を示す指標

※将来負担比率

市が将来支払っていく可能性のある負担を現時点で指標化、市の財政を圧迫する可能性を示す指標

※資金不足比率

公営企業の資金不足を、その規模となる料金収入と比較して指標化、経営状態を示す指標
　公営企業の資金不足を、その規模となる料金収入に対する比率で表したものが「資金不足比率」となります。この比率が高い場合、料金収入
で経営が補えなえず、公営企業としての経営に問題があるといえます。
　しかし、公営企業の基盤となる設備を整備している間は、料金収入が発生していない場合があり、将来の料金収入で資金不足を解消すること
になるため、指標の算出にあたっては、差し引きすることができます。
　公営企業としての経営に問題が生じるような資金不足となった場合には、料金の見直しやコストの圧縮、削減を図る必要があります。

　市が将来支払っていく経費には、一般会計や企業会計などの地方債、土地改良事業の際に借り入れた資金に対し援助を約束した補助金のほ
か、近隣の市町村と合同処理している業務のために借り入れた地方債に対し、市が負担しなければならない経費などがあります。
　また、公社や第三セクター等の経営に対し負債が生じた場合に市が補償することを約束しているもの、市職員が全員退職した場合に支払われ
る退職金についても加算し、算出します。算出した額から、将来の負担額に充てることができる基金などを控除し、標準財政規模と比較して指
標化したものが「将来負担比率」です。
　この比率が高い場合、負担額を実際に支払わなければなりませんので、今後の財政運営を圧迫する要因が多いといえます。

　年度を超えた長期の借入金を地方債といい、この元利金の支払いを公債費といいます。
　地方債は、大規模な事業（道路や学校など）を実施する場合、整備された施設は将来の世代の渡り利用されることから、公平な負担の点で後
年度に負担を平準化する年度間調整機能を有しています。
　地方債は、後年度に元利金を支払わなければならず、また公営企業等の会計の公債費に対して一般会計等から繰り出す経費、土地改良事業の
際に借り入れした資金に対し援助を約束した補助金などもあり、これらは毎年度支払いをしなければならない経費となります。
　一般会計等の公債費に公債費に準じた経費を加算、実質的な公債費を算出し、標準財政規模と比較して指標化したものが「実質公債費比率」
です。
　公債費が増大すると、その額は複数年続くこととなり、短期間での削減が大変困難になります。

平成平成平成平成２０２０２０２０年度決算年度決算年度決算年度決算にににに基基基基づくづくづくづく財政健全化指標等財政健全化指標等財政健全化指標等財政健全化指標等をををを公表公表公表公表しますしますしますします

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、国の算定基準に基づき財政健全化指標等を公表します。
　財政健全化指標等とは、地方公共団体の財政の健全性を示すものとして定められた指標で、「実質赤字比率」「連結実質
赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の４つの指標と公営企業会計を対象とした「資金不足比率」があります。
　これらの指標は、監査委員の審査を受けて議会に報告し、市民のみなさまへの公表が義務付けられているものです。

　年度（４月から翌年３月まで）の歳出は、その年度の歳入の範囲内で補われることが原則で、歳入が歳出に対して不足する場合は赤字が出ま
す。この赤字が解消できないと、その赤字を翌年度に繰り越すことになります。
　翌年度においても赤字が発生すると、その赤字が累積することとなります。
　この赤字の程度を示すため、赤字額を市税や地方交付税等の歳入の規模（標準的な行政サービスを提供するために必要な一般財源の規模、
「標準財政規模」という。）と比較した指標が「実質赤字比率」です。
　もし、この赤字が発生した場合には、赤字が累積する前に、歳出の削減や歳入の確保に努めなければなりません。

　市には行政サービスの中心的な役割を担う一般会計以外に、料金収入等を財源として事業を実施している公営企業会計などの複数の会計があ
ります。
　会計が分かれているものの、市全体で状況を把握することは当然に必要であり、仮に一般会計が黒字であっても、他の会計に赤字が多くあれ
ば、全体的な財政状況は良いものとはいえません。
　そこで、市全体の会計の収支を合算し、実質赤字比率と同様に比較した指標が「連結実質赤字比率」です。
　料金収入等を財源としている独立採算会計の赤字は、その事業の経営努力と料金収入で解消することが原則となります。

　基準以上の団体は、一般にイエローカードを受けた団体といわれます。
　これに該当すると、「財政健全化計画」を作成して、それを議会に提出し、議決を経て、速やかにその内容を公表しなければなりません。ま
た、その計画の実施状況を毎年度議会に報告を行い、公表することとなります。

　基準以上の団体は、一般にレッドカードを受けた団体といわれます。
　これに該当すると、「財政再生計画」を作成して、それを議会に提出し、議決を経て、速やかにその内容を公表しなければなりません。ま
た、その計画の実施状況を毎年度議会に報告を行い、公表することとなります。
　なお、この計画については、総務大臣の同意を得ていないと、災害復旧事業等を除いた地方債の起債ができなくなります。



-

(12.11)

- 平成18年度 平成19年度 平成20年度

(17.11) 公債費充当一般財源等額
(繰上償還額､公営企業債償還額及び満期一括地方債の元金に係るものを除く)

(1) 3,830,644 3,936,884 3,946,160 (3)の内訳(上位3事業及びその他) 決算額(単位:千円)

17.6 満期一括地方債の一年当たりの元金償還金に相当するもの(年度割相当額)等 (2) 3,333 3,333 3,333

(25.0) 公営企業債の財源に充てたと認められる繰出金 (3) 1,989,229 2,136,678 1,771,394

110.5 一部事務組合等の起こした地方債の償還に充てたと認められる補助金又は負担金 (4) 859,562 803,886 766,415

(350.0) 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの (5) 217,907 211,343 202,677

一時借入金の利子 (6) 0 0 0

災害復旧費等に係る基準財政需要額 (7) 750,989 954,629 1,130,645

災害復旧費等に係る基準財政需要額(準元利償還金に係るもの) (8) 117,032 117,139 103,304

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費 (9) 1,215,537 1,051,706 907,280

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(準元利償還金に係るもの) (10) 954,829 1,018,859 1,004,833 (5)の内訳(上位3事由及びその他) 決算額(単位:千円)

密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還金 (11) 5,854 5,846 6,086

密度補正により基準財政需要額に算入された準元利償還金
(地方債の元利償還額を基礎として算入されたものに限る)

(12) 20,296 19,807 12,607

小計　（（(1)～(6)）－（(7)～(12)）） (Ａ) 3,836,138 3,924,138 3,525,224

標準財政規模 (13) 24,553,797 24,279,301 24,640,400

(7)～(12)の額 (14) 3,064,537 3,167,986 3,164,755

小計　(13)－(14) (Ｂ) 21,489,260 21,111,315 21,475,645

(Ｃ) 17.85142 18.58784 16.41499

資金不足比率

(単位:％)

一般会計 (1)

(2) 平成２０年度末一般会計等の地方債現在高 (1) (3)の内訳(上位3事業及びその他) 決算額(単位:千円)

(3) 債務負担行為に基づく支出予定額 (2)

水道事業 (4) 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に対する一般会計等負担見込額 (3)

病院事業 (5) 組合等の地方債の元金償還に対する当該団体の負担見込額 (4)

(6) 退職手当支給予定額のうち一般会計等負担見込額 (5)

公共下水道事業 (7) 設立法人の債務等に対する一般会計等負担見込額 (6)

農業集落排水事業 (8) 連結実質赤字額 (7)

八丁台土地区画整理事業 (9) 組合等の連結実質赤字額相当額のうち当該団体の一般会計等の負担見込額 (8)

(10) (9)

国民健康保険 (11) (10) (6)の内訳(上位3団体及びその他) 決算額(単位:千円)

老人保健 (12) (11)

後期高齢者医療 (13) (Ａ)

駐車場事業 (14) (12)

介護保険 (15) (13)

介護サービス事業 (16) (14)

(17) (15)

(18) (16)

(Ａ) (17)

(Ｂ) (18)

(Ｂ)

実
質
収
支

そ
の
他
特
別
会
計

※連結実質赤字額は、赤字会計の合計値と黒字会計の合計値の絶対値であり、
　赤字の場合は整数値となる（黒字の場合は０となる）。

連結実質赤字額（(1)～(18)の絶対値）

標準財政規模

連結実質赤字比率　(A)／(B)×100
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実　質　赤　字　比　率

区　　　　　分 決算額(単位：千円、％)

繰上充用額 (Ａ) －

標準財政規模

－

-

0

0

0

0

資
金
不
足
額
又
は
資
金
剰
余
額

(Ｄ) 24,640,400

実質赤字比率（(A)＋(B)＋(C））／(D)

(Ｂ) －支払繰延額

－

事業繰越額 (Ｃ) －

比

率

の

状

況

平成２０年度決算
に 基 づ く
健 全 化 判 断 比 率
の 状 況

(%)

(%)

(%)

(%)

実 質 赤 字 比 率
(早期健全化基準)

連 結 赤 字 比 率
(早期健全化基準)

実質公債費比率
(早期健全化基準)

将 来 負 担 比 率
(早期健全化基準)

左　の　内　訳

開発公社 71,202

茨城県信用保証協会 12,968

農業集落排水事業 3,466,960

水道事業

将来負担比率　(A)／(B)×100

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(準元利償還金に係るもの)

密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還金

密度補正により基準財政需要額に算入された準元利償還金
(地方債の元利償還額を基礎として算入されたものに限る)

小計　（標準財政規模(12)－算入公債費等(13)～(18)）

霞ヶ浦用水事業負担金 110,324

84,170

0

12,632,761

将　来　負　担　比　率

谷永島土地改良創設換地用地取得

区　　　　　分 決算額（単位：千円、％）

5,727,044

1,648,625

35,552

農道整備事業受益者補助 30,886

公共下水道事業

災害復旧費等に係る基準財政需要額(準元利償還金に係るもの)

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費

小計　（将来負担額－（(9)～(11)）

6,478,733

6,035,695

103,304

特定の歳入見込額

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

907,280

24,640,400

平 成 20 年 度 の 内 訳

分
　
　
母

区　　　　　分
決算額（単位：千円、％）

公共下水道事業 953,764

八丁台土地区画整理事業 314,693

農業集落排水事業 214,899

実　質　公　債　費　比　率

将
来
負
担
額

平成２０年度末の充当可能基金現在高

17.6

単年度実質公債費比率　(Ａ)／(Ｂ)×１００

実質公債費比率　　 (Ｃ)／３

35,296,829

2,964,799

9,817,256

分
　
　
　
子

110.5

21,475,645

36,899,728

23,731,011

1,004,833

6,086

12,607

1,130,645

連　結　実　質　赤　字　比　率

区　　　　　分 決算額(単位:千円､％)

実
質
収
支

一
般
会
計
等

0

標準財政規模

災害復旧費等に係る基準財政需要額

19,255,069

0


